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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月15日(2009.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷却対象と、当該冷却対象を冷却する冷却手段と、前記冷却対象及び前記冷却手段を内
部に収納する筐体とを備えた電子機器であって、
　前記冷却対象とは異なる他の冷却対象を備え、
　前記筐体は、
　当該筐体の一方の面にそれぞれ形成され、当該筐体の外部の空気を内部に導入する第１
導入口、及び、当該筐体内部を冷却した空気を外部に排出する排気口と、
　当該筐体の外部の空気を導入する第２導入口とを有し、
　前記筐体内には、当該筐体内における前記第１導入口が形成された側の第１空間と、前
記排気口が形成された側の第２空間とを仕切る仕切部材が設けられ、
　前記筐体における前記一方の面とは反対側の面と、前記仕切部材との間には隙間が形成
され、
　前記冷却手段は、前記第２空間内に配置され、
　当該冷却手段は、
　前記筐体内に導入した空気を吸気する吸気口と、
　当該吸気口から吸気した空気を、前記排気口に向かって吐出する吐出口とを有し、
　前記冷却対象は、前記第１導入口から前記冷却手段に至る空気の流路上に配置され、
　前記他の冷却対象は、前記冷却対象を冷却した空気が前記冷却手段に吸引されるまでの
流路上に配置され、
　前記第１空間を流通した空気は、前記冷却手段により吸引されて、前記隙間を介して前
記第２空間に流入し、
　前記第２導入口から導入された空気は、前記冷却手段により吸引される過程で、前記冷
却対象を冷却した空気と混合されて、前記他の冷却対象に送風されることを特徴とする電
子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
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　前記冷却対象は、前記隙間近傍に配置されていることを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の電子機器において、
　前記冷却対象は、当該電子機器を構成する電子部品に電力を供給する電源装置であるこ
とを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の電子機器において、
　前記冷却対象は、前記第１空間内に配置され、
　前記他の冷却対象は、前記第２空間内に配置されていることを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子機器において、
　前記他の冷却対象は、前記隙間近傍に配置されていることを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の電子機器において、
　前記冷却対象は、前記第１導入口から前記冷却手段に至る空気の流路上に配置され、
　前記筐体には、当該筐体の外部の空気を導入する第３導入口が形成され、
　前記仕切部材における前記冷却手段が設けられる側には、所定の処理を実行する集積回
路が実装された回路基板が設けられ、
　前記冷却手段は、
　前記集積回路に当接する当接部と、
　前記当接部に接続され、当該当接部を介して前記集積回路から伝導された熱を放熱する
放熱部と、
　前記吸気口から吸引した空気を前記放熱部に送風する送風部とを備え、
　前記吸気口には、前記冷却対象を冷却した空気に加えて、前記第３導入口から導入され
た空気が吸引されることを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子機器において、
　前記回路基板における前記仕切部材とは反対側には、当該仕切部材とともに前記回路基
板を挟持するフレーム部材を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の電子機器において、
　前記筐体と前記冷却対象との間には、隙間を封止する封止部材が設けられていることを
特徴とする電子機器。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の電子機器において、
　前記冷却手段の吐出口と、前記排気口とを接続する接続部材が設けられていることを特
徴とする電子機器。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれかに記載の電子機器において、
　前記筐体の互いに交差する２つの面には、所定の設置面に当接する脚部がそれぞれ設け
られ、
　前記第１導入口及び前記排気口が形成された前記一方の面は、前記２つの面とは異なる
面であることを特徴とする電子機器。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電子機器において、
　前記２つの面のうちいずれかの面に設けられた前記脚部を前記設置面に当接させて、当
該電子機器を載置させた際に、前記第１導入口及び前記排気口が形成された前記一方の面
は、上方に対向することを特徴とする電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　前記した目的を達成するために、本発明の電子機器は、冷却対象と、当該冷却対象を冷
却する冷却手段と、前記冷却対象及び前記冷却手段を内部に収納する筐体とを備えた電子
機器であって、前記冷却対象とは異なる他の冷却対象を備え、前記筐体は、当該筐体の一
方の面にそれぞれ形成され、当該筐体の外部の空気を内部に導入する第１導入口、及び、
当該筐体内部を冷却した空気を外部に排出する排気口と、当該筐体の外部の空気を導入す
る第２導入口とを有し、前記筐体内には、当該筐体内における前記第１導入口が形成され
た側の第１空間と、前記排気口が形成された側の第２空間とを仕切る仕切部材が設けられ
、前記筐体における前記一方の面とは反対側の面と、前記仕切部材との間には隙間が形成
され、前記冷却手段は、前記第２空間内に配置され、当該冷却手段は、前記筐体内に導入
した空気を吸気する吸気口と、当該吸気口から吸気した空気を、前記排気口に向かって吐
出する吐出口とを有し、前記冷却対象は、前記第１導入口から前記冷却手段に至る空気の
流路上に配置され、前記他の冷却対象は、前記冷却対象を冷却した空気が前記冷却手段に
吸引されるまでの流路上に配置され、前記第１空間を流通した空気は、前記冷却手段によ
り吸引されて、前記隙間を介して前記第２空間に流入し、前記第２導入口から導入された
空気は、前記冷却手段により吸引される過程で、前記冷却対象を冷却した空気と混合され
て、前記他の冷却対象に送風されることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、前記筐体は、当該筐体の外部の空気を導入する第２導入口を有し、前記冷却対象
は、前記第１導入口から前記冷却手段に至る空気の流路上に配置され、前記他の冷却対象
は、前記冷却対象を冷却した空気が前記冷却手段に吸引されるまでの流路上に配置され、
前記第２導入口から導入された空気は、前記冷却手段により吸引される過程で、前記冷却
対象を冷却した空気と混合され、前記他の冷却対象に送風される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　ここで、第２導入口が形成される筐体の位置としては、冷却対象を冷却した空気が、他
の冷却対象に到達するまでの間に、当該空気に筐体外部の空気を合流させることが可能な
位置であればよい。すなわち、当該第２導入口は、筐体における他の冷却対象近傍の位置
で、かつ、冷却空気の流路における上流側の位置とすることが好ましい。このような第２
導入口の位置としては、例えば、筐体における第１導入口及び排気口が形成された面とは
反対側の面か、あるいは、当該反対側の面に交差する面における当該反対側の面に近接す
る位置とすることができる。
　本発明によれば、冷却対象を冷却した空気の他に、第２導入口を介して新たに筐体外部
から導入した空気を他の冷却対象に送風することができる。従って、他の冷却対象に送風
される空気の温度を下げることができるので、当該他の冷却対象を適切に冷却することが
できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書



(4) JP 2008-77436 A5 2009.11.5

【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明では、前記冷却対象は、前記隙間近傍に配置されていることが好ましい。
　ここで、第１空間と第２空間とを仕切る仕切部材と、筐体との間の隙間には、第１空間
を流通した空気が、当該空気が第２空間に向かって集約して流れることとなる。このよう
な空気の流通状態において、本発明では、冷却対象が仕切部材と筐体との隙間近傍に配置
されていることにより、当該冷却対象に集約された空気を確実に送風することができ、当
該冷却対象への空気の送風量を増加させることができる。従って、冷却対象を一層確実に
冷却することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明では、前記冷却対象は、当該電子機器を構成する電子部品に電力を供給する電源
装置であることが好ましい。
　ここで、電源装置は、電子機器の消費電力が大きいほど高温になりやすく、このような
電源装置を効率よく冷却しないと、電子機器の動作が不安定となる。
　これに対し、本発明では、前述のように、冷却手段の駆動によって冷却対象である電源
装置に確実に空気を送風することができるので、当該電源装置を確実かつ適切に冷却する
ことができる。従って、電源装置を効率よく冷却することができるので、電子機器の動作
を安定化することができる。
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